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１　はじめに

　いわゆるアルバイトと呼称され，一般的に期間を定
めて雇用され，短時間の勤務を行う非正規労働者を含
めて，およそ労働者は，労働契約の範囲内で，使用者
の指揮命令に従って，誠実に労働する義務を負う。す
なわち労働義務は，単なる機械的労働に尽くされるも
のではなく，給付に際して使用者の利益を不当に侵害
しないよう配慮して行動する義務を意味する。また，
こうした誠実労働義務は，労働者が労働の遂行に際し
て必要な注意を払い，使用者の利益に配慮して労働す
る義務（注意義務）を含む 1）。
　民法の一般原則によれば，労働者がこうした労働義
務に違反したことに起因して使用者に損害を与えた場
合，それが故意はもとより重過失そして軽過失による
ものであっても因果関係のある損害全体について賠償
する責任を負う（民法 415 条，709 条参照）。また，
労働者が労働過程で第三者に損害を与えた場合，使用
者は民法 715 条 1 項（使用者責任）に基づき第三者に
対して事実上無過失責任に近い損害賠償責任を負うこ
とになる。そのうえで，使用者は第三者に支払った賠
償額を労働者に対して求償できるというのが一般原則
である（民法 715 条 3 項）。
　また，民法 420 条によれば，契約当事者は，契約上
生じる債務不履行または不法行為に関して，違約金ま
たは損害賠償額の予定の合意を自由に行うことがで
きる。
　さらに，判例法理によれば，労働基準法（以下，労
基法）24 条 1 項（賃金全額払原則）の例外として，
使用者に生じた損害の補塡のために賃金と相殺すると
か賃金を放棄することも労働者の自由な意思に基づく
同意が認められる場合には許容されている 2）。また，
この論点に関わるのが，仕事に必要な手段に関する費
用や業務関連費用が賃金から控除されるという実務の

広がりであり，こうした賃金控除をいかに規制すべき
であるかが新たな課題となっている。
　この他，労働者の労働義務違反による損害発生等を
通じて企業秩序違反が認められる場合，使用者は減給
等の懲戒処分を行うことが考えられる。
　しかし，アルバイトを含め，一般的に労働者は使用
者との関係で従属的な立場にあり，使用者は通常はそ
の指揮命令にしたがった労働者の労務提供を通じて利
益を獲得しておきながら，一旦労働者がミスや過失に
より損害を生じさせた場合に民法の一般原則に従い賠
償責任を追及し，あるいは減給等の懲戒処分を無制約
になしうるとすれば，公平さを欠き，賃金により生活
を維持する労働者はその賃金の一部を長期間賠償に充
てる必要が生じ，労働者やその家族の生活は重大な危
険にさらされるといった過酷な結果をもたらすおそれ
がある。
　そこで，労働法や判例は，労働者の労働義務違反行
為等に対する広義の損害塡補責任の追及手段に対して
いくつかの重要な規制を設けてきた。本稿では，責任
追及手段ごとにその規制のあり方を整理したうえで，
規制が抱える今後の課題についても若干の検討を加え
ることにしたい。

２�　労働者に対する損害賠償請求及び使用者に
対する逆求償

（1）労働者の使用者に対する損害賠償責任の制限
　茨城石炭商事事件・最 1 小判昭和 51・7・8 3）は，
使用者から被用者（労働者）に対する損害賠償請求

（民法 415 条，709 条）や求償請求（民法 715 条 3 項）
は，「事業の性格，規模，施設の状況，被用者の業務
の内容，労働条件，勤務態度，加害行為の態様，加害
行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配
慮の程度その他諸般の事情に照らし，損害の公平な分
担という見地から信義則上相当と認められる限度」に
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制限される，との判断枠組みを定立した。本判決は，
労働者が自動車運転中に（軽）過失により追突事故に
よる損害を生じさせたことや使用者が対物賠償責任保
険及び車両保険に加入していなかったこと等を考慮し
て，労働者の賠償責任を損害（40 万円余）の 25％に
制限した。
　その後の裁判例の多くは，こうした労働者の責任制
限法理は，信義則（民法 1 条 2 項，労働契約法（以
下，労契法）3 条 4 項）に加え，報償責任法理や危険
責任法理により正当化されると解しており 4），また，
多くの学説もこれらの規定や法理を労働者の責任制限
の根拠として援用してきた 5）。
　これまでの裁判例の判断傾向としては，労働者が軽
過失により使用者に損害を生じさせた場合，通常，労
働者の責任は損害の一定割合（約 30％程度）に制限
されてきたところであるが 6），近年は労働者の賠償責
任を完全に免責する判断が増加しているように見受け
られる 7）。
　次に，労働者が重過失により損害を生じさせた場
合，多くの裁判例は損害の約 50％から約 70％の範囲
に労働者の賠償責任を制限してきた 8）。なお，いくつ
かの裁判例においては，損害がとくに重大なケースで
労働者の賠償責任を損害の 10％以下に制限する判断
が注目される 9）。労働者が（重）過失によりとくに重
大な損害を生じさせたケースでは，危険責任や報償責
任法理に加え，重大な損害賠償義務が労働者の生活や
その展望に及ぼす影響の大きさを考慮して（労基法 1
条 1 項（人たるに値する生活），憲法 25 条（生存権理
念）），労働者の責任を制限する必要があると解され
る。こうして，労働者の責任範囲を画定するための考
慮要素の中に，賃金と損害額の関係（不均衡の程度）
や賃金による損害の補償に要する期間の長さなどを加
えることが肝要となる 10）。とくにアルバイト等の非
正規労働者は勤務時間が短く一般的に賃金が低いこと
から，賃金と損害額の重大な不均衡を考慮して責任分
担範囲を一層限定する必要がある。
　労働者が会社の指示・規則や契約上の義務等を知り
ながら故意に違反した結果損害が生じた場合でも，そ
れが使用者の管理体制や組織の不備に起因するとか，
使用者の方針や人事体制に沿うものであり，また，実
際上使用者に承知されているといったケースでは，こ
うした指示・規則等の違反は危険責任や報償責任の観
点から使用者に帰責されるべきであるから，労働者に

一定の責任制限が認められるべきである 11）。これに対
して，商品の窃盗 12），私利を図るための出金 13）など
のように，労働者が不正行為や不正な支出により個人
的利益を図るなどして，使用者に対して故意に損害を
生じさせた場合には，労働者は責任制限を受けること
ができない。なお，労働者に故意が認められる場合で
あっても，損害の発生や拡大について使用者に過失が
認められるならば，過失相殺（民法 418 条，722 条）
に基づき労働者の損害賠償責任は限定されることにな
る 14）。
　さて，労働者の行為により使用者の受けた損害の賠
償をより確実にするために，企業と身元保証人の間で
労働者について採用時に身元保証契約を締結する慣行
は今日でも広く用いられている。これにより賠償され
るべき損害は労働者の責めに帰すべき事由によって発
生したものでなければならない。労働者が免責される
場合は，身元保証人の保証債務も発生しない。また，
労働者の責任が制限される場合，労働者の責任制限額
を上限に，これに保証債務独自の制限事由が検討され
るべきである 15）。つまり，身元保証ニ関スル法律 5 条
によれば，裁判所は，身元保証人の損害賠償責任等を
定めるにつき，「被用者の監督に関する使用者の過失
の有無，身元保証人が身元保証を為すに至りたる事由
及之を為すに当り用ゐたる注意の程度，被用者の任務
又は身上の変化其の他一切の事情」を斟酌すべきこと
になる。

（2）労働者から使用者に対する逆求償
　近年，福山通運事件・最 2 小判令和 2・2・28 16）は，
被害を受けた第三者に損害を賠償した労働者から使用
者に対する逆求償を容認して注目を集めた。すなわ
ち，報償責任・危険責任法理に依拠する「使用者責任
の趣旨からすれば，使用者は……被用者との関係にお
いても，損害の全部または一部について負担すべき場
合があると解すべきであ」り，「使用者が第三者に対
して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合
には，使用者は……損害の公平な分担という見地から
信義則上相当と認められる限度において，被用者に対
して求償することができると解すべきところ（最 1 小
判昭和 51・7・8 民集 30 巻 7 号 689 頁），上記の場合
と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで，
使用者の損害の負担について異なる結果となることは
相当でない」というのである。
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　本判決は，被用者と使用者との内部関係における信
義則に基づく負担決定（使用者は被用者に対し信義則
上損害を負担する義務を負う）の根底に報償責任や危
険責任の法理があり，この構造は逆求償の場合も変わ
らない（被用者には信義則上，逆求償権が認められ
る）と解するように見受けられる 17）。もっとも，こ
こで示された逆求償の法的根拠は抽象的なものにとど
まるから，逆求償の理論構造や発生原因をより明確に
しうる法的根拠による補充が図られるべきである。

３　違約金ないし損害賠償予定

　労基法 16 条は，民法 420 条とは異なり，労働契約
における違約金ないし損害賠償額の予定を無効とし，
同規定の違反には罰則を予定する。ここで言う違約金
とは，労働契約の不履行の場合に，それによる損害発
生の有無にかかわらず債務者が支払うべきことを予め
約束した金銭のことである。また，損害賠償額の予定
とは，損害賠償として請求しうる一定の金額あるいは
一定の基準で算出される額を予め定めておくことをい
い，損害の事実や損害額を正確に算出し証明する手間
を省くことを目的とする 18）。
　労基法 16 条の趣旨は，①とくに違約金等が退職に
よる債務不履行と結びつけられる場合に労働者の足止
めのために利用されるおそれがあるので，それを排除
するため，奴隷的拘束及び苦役からの自由の原則（憲
法 18 条），強制労働禁止の原則（労基法 5 条）を実質
化する点にある。また，②使用者の優越的な地位を利
用した労働者への一方的な過大な負担の賦課（例え
ば，実際の損害額をはるかに超える額の設定）の予防
という趣旨も重要である。ささいな仕事上のミスに対
する過大な違約金や損害賠償額の予定は，労働者の報
酬額を減らして生活の不安定をもたらし，使用者の支
配力を強大なものとする危険があるからである 19）。
　例えば，「皿を 1 枚割ったら 2000 円を支払わなけれ
ばならない」，「機器類を破損させたら 5 万円の賠償を
する」，塾から貸与された「問題集や参考書を汚損，
紛失した場合には 1 件につき 3000 円を支払わなけれ
ばならない」，「レジに不足金が生じた場合，賃金の数
パーセント相当額を負担しなければならない」あるい
は「レジに不足金が生じた場合，レジで同じ時間帯に
働いていた労働者の人数で割った金額を支払わなけれ
ばならない」といった合意は，労働者の債務不履行や
不法行為の場合に備えて一定の金額あるいは一定の基

準で算出される額を予め約定するものとして，労基法
16 条に違反して無効と解される。
　裁判例に目を向けると，例えば，セメント販売業者
が販売代金の回収不能が生じた際に未回収の販売代金
相当額の支払をセメント販売業務に従事する労働者に
義務づける契約条項は，労基法 16 条で禁止される損
害賠償額を予定する契約として無効である，と判断さ
れている 20）。また，美容師が約 3 年間継続して就業
し，就業規則を遵守する等の義務に違反した場合に，
使用者に対して 500 万円を支払うという特約部分は違
約金を定めることを禁止する労基法 16 条に違反し無
効である，とみなされている 21）。このように，必ず
しも労働者の責任領域にあるとは言い難い未収金によ
る損害を労働者に一方的に負担させる契約や，高額の
違約金を通じて長期間労働者の退職の自由を制約する
約定が労基法 16 条違反とみなされたのは当然のこと
である。

４　賃金債権との相殺あるいは賃金債権の放棄

　労基法 24 条 1 項は，賃金は労働者に「その全額を
支払わなければならない」と規定しており，その趣旨
は，賃金を労働者に確実に受領させることでその生活
を安定させることにある。それゆえ，使用者が労働者
の不法行為等に基づく損害賠償債権と労働者の賃金債
権を一方的に相殺することは禁止されている 22）。
　しかし，その後，判例は，労基法 24 条 1 項が強行
規定であるにもかかわらず，賃金全額払原則に対する
例外として，賃金債権との相殺や賃金債権の放棄を労
働者の自由な意思に基づく同意がある場合に限り認め
てきた。これまで労働者の自由な意思に基づく同意の
存在が認められたのは，労働者が会社からの借入金

（住宅資金）を返済するために賃金債権との相殺が行
われたケース 23），労働者が旅費等経費の使用につき
つじつまの合わない点からする幾多の疑念にかかる損
害の一部を塡補する趣旨で賃金債権を放棄したケー
ス 24）などである。
　まず，同意に基づく相殺のケースでは，使用者が労
働者に対して有する具体的な債権の額を明確化するこ
とが要求される。一方，賃金債権放棄のケースでは，
使用者は労働者に対してどの程度の損害賠償債権を有
するのか，損害賠償債権の額と放棄される賃金額の関
係等についての審査が機能しにくいことから，自由な
意思に基づく同意があるかの判断は極めて慎重に行わ
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れなければならない。
　とくに労働者が過失などによる労働義務違反のゆえ
に使用者に損害を与えたケースでは，労働者の責任制
限法理（先述 2（1））との均衡を図る観点からして，
使用者は賃金債権の放棄などで対応するよりは，損害
賠償請求を通じて裁判所が労働者負担となるのが相当
と認めた限度内で責任追及を行うことが求められよう。

５　業務関連費用等の賃金からの控除

　使用者が仕事に必要な車両，機器，備品等にかかる
費用ないし業務関連費用を労働者の同意を得るなどし
て賃金から控除するという手法に対する疑問の高まり
を背景に，近年では業務関連費用の賃金からの控除が
とくに労基法 24 条 1 項（賃金全額払原則）に抵触し
ないかを争うケース等が増加している。
　まず，車両維持費，社用車修理費・使用料等につい
ては，使用者が収益を得ることを目的に車両を必要と
して投入しており，労働者も車両なくしては労務給付
ができないため，当然に使用者が負担すべき必要な労
働手段や業務関連費用とみなされるべきであろう 25）。
　次に，出張旅費や（通勤交通費以外の）交通費をめ
ぐり，使用者の業務に必要な費用ないし業務の遂行に
よって生じた費用は使用者が負担すべきであるとの一
般論から出発する裁判例が登場している 26）。ただし，
その一般論を正当化する根拠は必ずしも具体的に示さ
れていない。
　この他，顧客の口座振替手数料の賃金からの控除に
ついては，顧客の保険料支払方法に関わる費用であり
保険契約の募集に当たった労働者が必然的に負担すべ
きものではなく，労働組合の同意も労働者の個別同意
も認められないことから労基法 24 条に違反して無効
と判断されている 27）。また，就労の翌日に給与を受
給できるサービスの利用料の賃金からの控除について
は，これにより使用者が賃金支払いの事務の負担を免
れていることなどを理由に，これに関する労働者の自
由な意思に基づく同意の存在は否定されている 28）。
　これに対して，保険の営業職員の賃金からの携帯端
末使用料，販促物品代等の費用控除について，会社か
ら成績向上のための指導の一環として物品の利用が推
奨されることがあったとしても，物品等の使用や購入
等の義務付けはなく，物品等の購入等につき営業職員
の裁量がなかったとは認められないとして，当該費用
の労働者負担について自由な意思に基づく有効な個別

合意が成立していた，と判断する裁判例が注目を集め
ている 29）。
　とくに携帯端末は保険契約の締結等を目的とし労務
給付のための必要性が高いと考えられるが，販促物品
については，労務給付との関連性はいくらか低下し，
労働者が選択する可能性が一定程度認められる。しか
し，少なくとも使用者からの推奨的な取組や推奨の事
実が認定されているところ，実質的には使用者が利益
を獲得し向上させる目的で携帯端末や販促物品を導入
したと推測される。また，これらの機器や物品は会社
の契約や営業等の用途に特化したものと見受けられる
ため，私用が可能であるといった労働者側のメリット
は殆ど考え難いことからしても，本件費用の賃金控除
について自由な意思に基づく合意の成立を認めた裁判
所の判断には疑問が抱かれる 30）。

６　減給処分

　労働者が労働義務違反などにより企業秩序を侵害す
る場合，使用者は懲戒処分を与える可能性を有する。
ただし，使用者が労働者に懲戒処分を与えるには，合
理的な内容の就業規則規定が存在し，労働者に周知さ
れていることが必要である（労契法 7 条）。
　労働者の不良品の生産や遅刻等の場合に備えて，一
定額の減給の制裁が就業規則に定められていることは
少なくない。懲戒処分としての減給については，労基
法 91 条が規制を加えている。同条によれば，「減給
は，1 回の額が平均賃金の 1 日分の半額を超え，総額
が 1 賃金支払期における賃金の総額の 10 分の 1 を超
えてはならない」。本条は，労務を提供しつつ賃金を
減額される減給は労働者に対する制裁として酷なもの
があり，労働者の生活を脅かすおそれも多分にあると
ころから，設けられたものである 31）。
　労基法 91 条前段の「1 回の額」とは，1 件の懲戒事
案についての減給額を意味するので，1 件について平
均賃金の 1 日分の半額を数回にわたって減額すること
は許されない 32）。次に，労基法 91 条後段の趣旨は，
数回の事案について減給を行う場合も，その総額が当
該賃金支払期の賃金の 10 分の 1 を超えることを規制
する点にあるから，同条の制限を超える減給制裁につ
いては，次期の賃金支払期に延ばさなければならな
い 33）。
　減給についても，労契法 15 条（懲戒権濫用法理）
に服することは言うまでもない。つまり，労基法 91
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